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津市市税等口座振替納付実施要綱 

 

平成１８年１月１日訓第５号  

 

 改正 平成１９年９月２８日訓第４２号 

    平成２０年３月２８日訓第１７号 

    平成２１年１１月３０日訓第５４号 

    令和元年１１月１日訓第１０号 

    令和３年１０月２５日訓第６３号 

    令和７年３月２１日訓第１３号 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、本市の市税等の納付手続を簡略化し、納期内納付の推進

及び収納事務の合理化を図り、自主納付体制の確立に資するため、口座振替

納付の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「市税等」とは、次に掲げるものをいう。 

⑴ 普通徴収に係る個人の市民税、県民税及び森林環境税 

 ⑵ 固定資産税及び都市計画税 

 ⑶ 軽自動車税種別割 

 ⑷ 普通徴収に係る国民健康保険料（税） 

 ⑸ 普通徴収に係る介護保険料 

 ⑹ 普通徴収に係る後期高齢者医療保険料 

 ⑺ 保育所利用者負担額 

 ⑻ 保育所給食費 

 ⑼ 認定こども園利用者負担額 

 ⑽ 認定こども園給食費 

 （対象者） 

第３条 市税等の口座振替納付を利用できる者は、本市の指定金融機関及び収

納代理金融機関（以下「指定金融機関等」という。）に預金口座又は貯金口

座（以下「預貯金口座」という。）を設けている納税義務者等又は市税等の

口座振替納付に係る預貯金口座の利用について当該預貯金口座の名義人の承

諾を得た納税義務者等で、当該指定金融機関等の承諾を得たものとする。 
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 （指定預貯金口座） 

第４条 市税等の口座振替納付に係る預貯金口座として納税者等が指定するこ

とができるもの（以下「指定預貯金口座」という。）は、普通預金口座、当

座預金口座若しくは納税準備預金口座又は通常貯金口座とする。 

２ 指定預貯金口座の数は、第２条各号に掲げる市税等の区分について、それ

ぞれ１口座とする。 

 （利用手続） 

第５条 市税等の口座振替納付を利用しようとする者は、市税等口座振替依頼

書（別記様式。以下「依頼書」という。）３部を当該口座振替納付の利用に

係る指定金融機関等（以下「取扱金融機関等」という。）に提出しなければ

ならない。 

２ 前項の規定により提出を受けた取扱金融機関等は、依頼書の記載事項を確

認の上、その１部を市長に送付し、その１部を納税者等に交付するものとす

る。 

 （口座振替納付の取扱いの開始時期） 

第６条 取扱金融機関等は、前条第１項の規定による依頼書の提出を毎月末日

で締め切るものとし、当該末日の属する月の翌月以降の納期に係る市税等か

ら口座振替納付を行うものとする。 

 （電磁的記録等の送付） 

第７条 市長は、口座振替を実施するに当たっては、電磁的記録（電子的方式、 

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以

下同じ。）又は出金伝票を作成し、電磁的記録にあっては次条に規定する振

替納付日の５営業日前まで、出金伝票にあっては次条に規定する振替納付日

の１０営業日前までに取扱金融機関等に送付するものとする。 

 （振替納付日） 

第８条 振替納付日は、各期別納付にあっては各納期限の日とし、全期前納に

あっては第１期の納期限の日とする。ただし、滞納分に係る市税等を口座振

替納付する場合は、別に市長が定める日とする。 

 （口座振替納付の停止） 

第９条 市長は、第７条の規定により送付した電磁的記録に記録されている振

替データの一部又は出金伝票に記載されている振替内容について口座振替納

付を停止しようとするときは、当該停止に係る取扱金融機関等に対し、振替
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納付日の前営業日までに市税等口座振替納付停止依頼書により通知するもの

とする。 

 （振替納付手続等） 

第１０条 取扱金融機関等は、振替納付日に、納税者等が指定した当該取扱金

融機関等の預貯金口座から、電磁的記録に記録され、又は出金伝票に記載さ

れている金額を払い出し、市長が指定する本市の預貯金口座へ振り込まなけ

ればならない。 

２ 取扱金融機関等は、前項の規定により市税等を払い出したときは、電磁的

記録にあってはその旨を記録し、出金伝票にあっては領収印を押印し、振替

納付日の翌日から３営業日後までに市長に送付しなければならない。 

３ 指定金融機関等は、第１項の規定により市税等の払出しをすることができ

なかったときは、電磁的記録にあってはその旨を記録し振替不能通知書を添

えて、出金伝票にあっては口座振替ができなかった理由を付記し、市長に送

付しなければならない。 

 （口座振替納付の変更手続等） 

第１１条 納税者等が市税等の口座振替納付に係る内容を変更し、又は口座振

替納付の利用を取りやめようとするときは、依頼書にその旨を記載の上、取

扱金融機関等に３部提出するものとし、当該取扱金融機関等は、そのうち１

部を市長に送付し、そのうち１部を納税者等に交付するものとする。 

 （委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この訓は、平成１８年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この訓の施行前に合併前の津市市税等口座振替納付実施要綱（平成１７年

４月１日施行）、津市市税預金口座振替事務取扱要綱（昭和５９年４月１日

施行）、津市国民健康保険料の預金口座振替事務取扱要綱（昭和６１年７月

１日施行）、津市介護保険料預金口座振替事務取扱要綱（平成１２年１０月

１日施行）、久居市市税等口座振替収納事務取扱要領（平成１２年１０月１

日施行）、美里村村税等預金口座振替収納事務取扱要領（平成１６年４月１

日施行）、安濃町町税等預金口座振替収納事務取扱要領（昭和５６年安濃町

告示第２３号）、香良洲町税（料）等の口座振替に関する規則（昭和５４年
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香良洲町規則第５号）又は一志町税等預金口座振替収納事務取扱要領（昭和

５７年３月１日施行）の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれ

この訓の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。 

   附 則（平成１９年９月２８日訓第４２号） 

 この訓は、平成１９年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成２０年３月２８日訓第１７号） 

 この訓は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年１１月３０日訓第５４号） 

この訓は、平成２１年１２月１日から施行する。 

   附 則（令和元年１１月１日訓第１０号） 

この訓は、令和元年１１月１日から施行する。 

附 則（令和３年１０月２５日訓第６３号） 

この訓は、令和４年１月１日から施行する。 

  附 則（令和７年３月２１日訓第１３号） 

 この訓は、令和７年３月２１日から施行する。 



別記様式（第５条関係）

　　市税等口座振替依頼書

私(預貯金者)は上記の納付義務者が津市に納める市税等を私の預金口座から口座振替(自動払込)の方法で支払う(又は終了する)ことに同意します。
継続中の納付書等は指定預金口座取扱金融機関等へ送付することを依頼します。

□納付義務者と同じ
右からつめて記入してください。

１　振替日 ○「全納」の場合：第1期目の納期月の最終日に年額を一括して振替（払込）します。
　（払込日） ○「期別」の場合：各納期月の最終日（12月にあっては、25日）に各期ごとに振替（払込）します。

○納期月の最終日（12月にあっては、25日）が休日・祝日のときは、その翌日になります。
○残高不足等で振替（払込）不能となったときは再振替（払込）をしません。
○介護保険料及び後期高齢者医療保険料の場合を除き、納付書に「随」と記された「随時分」は、
口座振替の対象になりません。

2　依頼された市税及び保育所利用者負担額等について、過誤納金が発生し還付する場合は、指定預貯金口座に
還付します。

●約定について･･･この依頼書に関する約定は裏面に記載されています。

取扱店日付印

1 0
ゆうちょ銀
行の場合

通帳記号 通帳番号（右からつめて記入してください。）
の

店番号

口座
番号

金融機関
コ ー ド

氏名
（名称）

住所
(所在地)

〒

金融機関
の  名  称

銀行・金庫
組合・連合会

本　店
支　店
出張所

１ 普通　　２ 当座　　３ 納税準備
該当する種目に○を
つけてください。

指
定
預
貯
金
口
座

口
座
名
義
人

フ リ ガ ナ
※
３
枚
と
も
押
印
し
て
く
だ
さ
い
。

預貯金口座届出印

国民健康保険料

預金種目

共有分（外　名）

軽自動車税種別割

〃 全納・期別

全納

通

知

書

番

号

税目等
振替（払込）
方法の区別

年度　　期から

固定資産税・都市計画税

届出区分

フリガナ 電話番号

お名前
（名称）

（　　　　　）　　　　　－

口
座
振
替
（

自
動
払
込
）

を
希
望
す
る
税
目
等
に

○
印
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

市県民税・森林環境税（普
通徴収） お

問
い
合
わ
せ
番
号

申込年月日 　　　　　年　　　月　　　日

振替（払込）開始
（変更・廃止）時期

種別
コード

払込先
口座番号

□新規　　　　　　　□変更　　　　　　　□廃止（解約）

加
入
者
名
　
　
　
津
市

お申込みは、納期月の前月末までにお願いします。
（申込年月日の属する月の翌月以降の納期分からの振替（払込）となります。）私は、下記の預貯金口座から口座振替（自動払込）の方法により市税等

を納付したいので、約定の各項目をあらかじめ了承の上、依頼します。

納付義
務者名

御住所
（所在地）

〒

後期高齢者医療保険料 　　年　　月末から 被保険者番号

介護保険料 　　年　　月末から 被保険者番号

全納・期別 年　　月末から

施設名

児童名

支給認定証番号

認定こども園利用者負担額

年度　　期から

年度　　期から

年度から

全納・期別

全納・期別

保育所利用者負担額

保育所給食費

認定こども園給食費

　　年　　月末から


